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(54)【発明の名称】 電子内視鏡プロセッサ

(57)【要約】
【課題】  電子内視鏡プロセッサに配設されるマザーボ
ードのシールドを強力に行なう。
【解決手段】  マザーボード１０はガラスエポキシ樹脂
等から成る絶縁層と銅箔から成る複数の導体層を備える
多層プリント配線板である。マザーボード１０が配設さ
れるプロセッサのシャーシの内方側に位置する最外層２
０の表面に、信号パターン領域３０と非信号パターン領
域４０を形成する。信号パターン領域３０は所定の範囲
内で連続する領域であり、信号パターン領域３０内に最
外層２０の表面上の全ての導体パターンを集める。非信
号パターン領域４０にはグランドパターンが設けられ
る。反対側の最外層にも信号パターン領域３０、非信号
パターン領域４０に対応した信号パターン領域と非信号
パターン領域を形成する。反対側の最外層の非信号パタ
ーン領域のグランドパターンを全面にわたって電子内視
鏡プロセッサのシャーシの内壁面に密着させる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  電子内視鏡プロセッサのシャーシに配設
される多層プリント配線板であるマザーボードにおい
て、
第１及び第２の最外層のそれぞれが、連続する所定の領
域内において表面上の全ての信号用導体パターンが形成
されている信号パターン領域と、前記所定の領域以外の
非信号パターン領域とを備え、
前記第１の最外層の前記非信号パターン領域にシールド
のためのグランドパターンを設けると共に、前記グラン
ドパターンの所定の範囲の面が、前記電子内視鏡プロセ
ッサにおいて接地された部材に面接触するよう、前記マ
ザーボードが配設されることを特徴とする電子内視鏡プ
ロセッサ。
【請求項２】  前記第１の最外層の前記グランドパター
ンの前記所定の範囲の面が面接触する前記接地された部
材は前記シャーシであり、前記第１の最外層の前記グラ
ンドパターンの前記所定の範囲の面が、前記シャーシの
内壁面と密着することを特徴とする請求項１に記載の電
子内視鏡プロセッサ。
【請求項３】  前記第１の最外層の前記グランドパター
ンの前記所定の範囲の面が面接触する前記接地された部
材は前記シャーシの内壁面に密着された導電性材料から
成る板状部材であり、前記第１の最外層の前記グランド
パターンの前記所定の範囲が前記板状部材と密着するこ
とを特徴とする請求項１に記載の電子内視鏡プロセッ
サ。
【請求項４】  前記第２の最外層の前記非信号パターン
領域にシールドのためのグランドパターンを設け、
前記第２の最外層の前記グランドパターンの所定の範囲
の面に全面にわたって密着する平面部と、前記平面部の
周縁部に沿って形成され前記マザーボードの厚みと略同
一の高さを有する壁部とを有する金属板を備え、
前記壁部の端面が前記接地された部材に密着しているこ
とを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の電
子内視鏡プロセッサ。
【請求項５】  前記電子内視鏡プロセッサに接続される
スコープに設けられた回路に電気的に接続された患者回
路が前記マザーボードから独立して設けられていること
を特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の電子
内視鏡プロセッサ。
【請求項６】  前記第１の最外層の前記グランドパター
ンが密着する前記シャーシの内壁面において前記第１の
最外層の前記信号パターン領域に対応する部分に、底面
を有する孔が形成されていることを特徴とする請求項２
に記載の電子内視鏡プロセッサ。
【請求項７】  前記板状部材において前記第１の最外層
の前記信号パターン領域に対応する部分に、孔が形成さ
れていることを特徴とする請求項３に記載の電子内視鏡
プロセッサ。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、電子内視鏡のプロ
セッサに関し、より詳しくはプロセッサのシャーシ内に
設けられるマザーボードに関する。
【０００２】
【従来の技術】電子内視鏡のスコープの先端にはＣＣＤ
（charge coupled device ）イメージセンサ等の固体撮
像素子と対物レンズとを組み合わされて成る撮像部が設
けられている。スコープを患者の体腔内に挿入し、撮像
部と同様にスコープ先端に設けられたライトガイドによ
り観察部位を照明すると、照明された観察部位が対物レ
ンズによりＣＣＤイメージセンサの受光面に結像され、
画素信号として光電変換される。ＣＣＤイメージセンサ
により得られた画素信号はスコープが接続されたビデオ
プロセッサの画像信号処理ユニットに送られ、画像信号
処理ユニットで画素信号に基づいてビデオ信号が作成さ
れる。ビデオ信号は画像信号処理ユニットからＴＶモニ
タに出力され、光学的被観察像がＴＶモニタ装置に表示
される。
【０００３】上述の画像信号処理ユニットは、ビデオプ
ロセッサの筐体シャーシ内に配設された多層プリント配
線板であるマザーボードと、マザーボード上に搭載され
た各種の電子部品から成る。マザーボードとシャーシの
内壁面との間にはスペーサが配設されている。スペーサ
でマザーボードの外表面とシャーシの内壁面との間に所
定の間隔を設けることにより、マザーボードに実装され
た電子部品の足がシャーシの導電部分に接触し電気信号
が短絡されるのを防止するためである。さらに、このス
ペーサに導電性材料を用い、マザーボードのグランド層
をスペーサを介してシャーシに電気的に接続することに
より放射ノイズ等の影響を抑えシールド効果を得てい
る。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】ところが、一般的にマ
ザーボードのグランド層は内層に設けられるため、上述
のスペーサではマザーボードのグランド層とシャーシを
強力に接続できず、十分なシールド効果を得ることがで
きない。その結果、観察対象が患部であるためＴＶモニ
タに再生される映像の画質には精度の高さが要求される
にもかかわらず、マザーボードにおけるシールド効果が
不十分なため画像信号処理ユニットで作成されるビデオ
信号にノイズが発生し、画質の低下を招くという問題が
あった。
【０００５】本発明は、以上の問題を解決するものであ
り、電子内視鏡において高品質の再生画像が得られるビ
デオプロセッサを提供することを目的としている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】本発明にかかる電子内視
鏡プロセッサは、電子内視鏡プロセッサのシャーシに配
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3
設される多層プリント配線板であるマザーボードにおい
て、第１及び第２の最外層のそれぞれが、連続する所定
の領域内において表面上の全ての信号用導体パターンが
形成されている信号パターン領域と、所定の領域以外の
非信号パターン領域とを備え、第１の最外層の非信号パ
ターン領域にシールドのためのグランドパターンを設け
ると共に、グランドパターンの所定の範囲の面が、電子
内視鏡プロセッサにおいて接地された部材に面接触する
よう、マザーボードが配設されることを特徴とする。
【０００７】第１の最外層のグランドパターンの所定の
範囲の面が面接触する接地された部材は、例えばシャー
シであり、第１の最外層のグランドパターンの所定の範
囲の面が、シャーシの内壁面と密着する。
【０００８】第１の最外層のグランドパターンの所定の
範囲の面が面接触する接地された部材は、例えばシャー
シの内壁面に密着された導電性材料から成る板状部材で
あり、第１の最外層のグランドパターンの所定の範囲が
板状部材と密着する。
【０００９】好ましくは、第２の最外層の非信号パター
ン領域にシールドのためのグランドパターンを設け、第
２の最外層のグランドパターンの所定の範囲の面に全面
にわたって密着する平面部と、平面部の周縁部に沿って
形成されマザーボードの厚みと略同一の高さを有する壁
部とを有する金属板を備え、壁部の端面は接地された部
材に密着している。
【００１０】例えば、電子内視鏡プロセッサに接続され
るスコープに設けられた回路に電気的に接続された患者
回路がマザーボードから独立して設けられている。
【００１１】例えば、第１の最外層のグランドパターン
が密着するシャーシの内壁面において第１の最外層の信
号パターン領域に対応する部分に、底面を有する孔が形
成されている。
【００１２】例えば、板状部材において第１の最外層の
信号パターン領域に対応する部分に、孔が形成されてい
る。
【００１３】以上のように本発明によれば、第１の最外
層の非信号パターン領域に設けられたシールドのための
グランドパターンの所定の範囲の面が、電子内視鏡プロ
セッサにおいて接地された部材と面接触しているため、
十分なシールド効果を得ることができる。
【００１４】また、第１の最外層の非信号パターン領域
をシャーシの内壁面と密着する構成にすれば、その間に
他の金属材料が混入することが防止され、電気信号が短
絡されることが防止される。
【００１５】また、第１の最外層の非信号パターン領域
を導電性材料から成る板状部材を介してシャーシの内壁
面と導通させる構成にすれば、板状部材の孔の形成を変
更することにより、第１の最外層の構成が異なるマザー
ボードに対応できる。即ち、最外層の構成が異なるマザ
ーボードを配設する場合であっても、シャーシ自体は同
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一のものを用いることができるため、経済的である。
【００１６】患者回路をマザーボードから独立させれ
ば、第１及び第２の最外層における非信号パターン領域
をより広く確保できるためシャーシとの接続がより強力
となり、さらにシールド効果を高めることができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
を参照して説明する。図１は、本発明に係る第１実施形
態が適用される電子内視鏡プロセッサのマザーボードの
最外層表面の構成を概略的に示す平面図である。マザー
ボード１０はガラスエポキシ樹脂等から成る絶縁層と銅
箔から成る複数の導体層とを交互に積層した多層プリン
ト配線板である。最外層２０はマザーボード１０が配設
されるプロセッサのシャーシの内方側に位置する導体層
である。最外層２０の表面には、信号パターン領域３０
と非信号パターン領域４０が形成されている。信号パタ
ーン領域３０は所定の範囲内で連続する領域であり、信
号パターン領域３０内には最外層２０の表面上の全ての
導体パターンが集められている。即ち、信号パターン領
域３０には、患者回路３２の回路パターン３３、二次回
路３１及び患者回路３２の各配線パターン、各配線パタ
ーンをマザーボード１０の内層の信号層と電気的に接続
する複数のバイア・ホール３４、二次回路３１及び患者
回路３２にそれぞれ設けられるコネクタ３５、３６の端
子ピンやリード線を挿入するための部品穴（図示せず）
等が形成されている。
【００１８】患者回路３２は電子内視鏡のスコープ側に
接続される回路であり、スコープに設けられたＣＣＤイ
メージセンサから出力された画素信号がＣＣＤドライバ
を介して入力される。二次回路３１はアイソレーション
デバイス３７により患者回路３２とは電気的に絶縁され
ており、患者回路３２から入力される映像信号に対し
て、後述する種々の処理が行なわれる。アイソレーショ
ンデバイス３７には、例えばＬＥＤ（Light Emitting D
iode）と高速光検出ＩＣ（Integrated Circuit）の組合
せをパッケージ化したフォトカプラ等が用いられる。
【００１９】非信号パターン領域４０は、図１から明ら
かなように信号パターン領域３０の外側において連続的
に形成された領域である。即ち、非信号パターン領域４
０は、マザーボード１０の内層の絶縁層（図示せず）の
表面に積層された銅箔層をエッチング処理することによ
り各導体パターンを形成する際、いかなる信号用導体パ
ターンも形成されない領域であり、マザーボード１０に
おいて内層のグランド層と導通したグランドパターンが
設けられる。尚、グランドパターンは、各導体パターン
が形成され、絶縁コーティングが施された後、対応する
範囲の絶縁コーティングを除去することにより形成され
る。
【００２０】図２は、第１実施形態のマザーボード１０
が電子内視鏡のプロセッサのシャーシ８０に配設された
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状態を模式的に示す一部断面図である。マザーボード１
０において最外層２０と反対側の最外層５０には、最外
層２０の信号パターン領域３０、非信号パターン領域４
０に対応して、信号パターン領域６０及び非信号パター
ン領域７０がそれぞれ形成されている。非信号パターン
領域７０は非信号パターン領域４０と同様、グランドパ
ターンが設けられる。尚、マザーボード１０の構成を明
示するため、非信号パターン領域４０、７０のグランド
パターンは、図２において黒色に塗りつぶされ、かつ実
際の寸法よりも誇張して描かれている。また、マザーボ
ード１０の内層の構成や、上述の回路パターン３３は省
略されている。非信号パターン領域７０は全面にわたっ
てシャーシ８０の内壁面Ｗ１に密着されている。内壁面
Ｗ１において信号パターン領域６０に対応する部分には
凹部Ｈ１が形成されており、最外層２０側に実装された
コネクタ３５、３６のリード線等がシャーシ８０の内壁
面Ｗ１に接触するのが防止される。
【００２１】金属板９０は、マザーボード１０の最外層
２０の表面と略同一の面積を有する平面部と、この平面
部の周縁部に沿って連続して形成される壁部とから成
る。平面部には、最外層２０の信号パターン領域３０
（図１参照）に対応した穴が設けられている。壁部は高
さがマザーボート１０の厚みと略同一となるよう形成さ
れる。金属板９０は、平面部の内面が最外層２０の非信
号パターン領域４０のグランドに密着するようマザーボ
ード１０に取り付けられる。壁部はマザーボード１０の
厚みと略同一であるため、壁部の端面は全周にわたって
シャーシ８０の内壁面Ｗ１に密着される。即ち、内層の
グランド層と導通した非信号パターン領域４０は全面に
わたって、金属板９０を介して強力にシャーシ８０に接
続されている。尚、金属板９０はビス（図示せず）によ
りシャーシ８０に固定される。
【００２２】図３は、第１実施形態のプロセッサにおけ
る画像信号処理ユニットの要部を示す図である。システ
ムコントローラ２００は電子内視鏡を全体的に制御する
マイクロコンピュータである。即ち、システムコントロ
ーラは中央処理ユニット（ＣＰＵ）、種々のルーチンを
実行するためのプログラム、常数等を格納する読出し専
用メモリ（ＲＯＭ）、データ等を一時的に格納する書込
み／読出し自在なメモリ（ＲＡＭ）から成る。
【００２３】プロセッサに接続されたスコープ（図示せ
ず）に設けられたＣＣＤ２０２から読み出された各色の
１フレーム分のアナログ画素信号は、患者回路３２の増
幅器２０４により増幅される。増幅された各色の１フレ
ーム分のアナログ画素信号は、アイソレーションデバイ
ス３７を介して順次アナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換
器２０６に送られ、デジタル画素信号に変換され、次い
でガンマ回路２０８によりガンマ補正が施される。
【００２４】次いで各色の１フレーム分のデジタル画素
信号はタイミング回路２１０を経て、それぞれＲ画像メ
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モリ２１２Ｒ、Ｇ画像メモリ２１２Ｇ、Ｂ画像メモリ２
１２Ｂに格納される。それぞれの画像メモリに格納され
た各色のデジタル画素信号は同時に読み出され、拡大、
縮小、ノイズリダクション等の処理が施され、デジタル
／アナログ（Ｄ／Ａ）変換器２１４Ｒ、２１４Ｇ、２１
４Ｂに入力される。各色の１フレーム分のカラーデジタ
ルビデオ信号はＤ／Ａ変換器２１４Ｒ、２１４Ｇ、２１
４Ｂで１フレーム分のカラーアナログビデオ信号に変換
される。各色の１フレーム分のカラーアナログビデオ信
号はローパスフィルタ（図示せず）を経た後に適宜出力
レベルを調整されカラーデジタルビデオ信号（Ｒ、Ｇ、
Ｂ）として出力され、ＴＶモニタに送られ、そこで光学
的被観察体像がカラー画像として再現される。
【００２５】一方、各色の１フレーム分のカラーアナロ
グビデオ信号とタイミング回路２１０から出力された複
合同期信号（Ｃ－ＳＹＮＣ）はＲＧＢエンコード回路２
１６に入力される。ＲＧＢエンコード回路２１６では、
各色の１フレーム分のカラーアナログビデオ信号と複合
同期信号から、複合同期信号、輝度信号、色差信号が複
合されたコンポジットビデオ信号が生成されると共に、
複合同期信号と輝度信号との複合信号と、色差信号が分
離されたＳビデオ信号（Ｓ端子の信号）が生成され、そ
れぞれの端子から出力される。また、タイミング回路２
１０から出力される複合同期信号は、ＲＧＢエンコード
回路２１６に入力されると共に外部出力端子からも出力
される。
【００２６】図１に示すように、二次回路３１と患者回
路３２はアイソレーションデバイス３７で電気的に分離
されている。即ち、マザーボード１０において患者回路
３２として実装されるのは増幅回路２０４であり、二次
回路３１として実装されるのは、システムコントローラ
２００、及びアナログ画素信号のデジタル変換以降の処
理を行なう各回路、各メモリである。
【００２７】図４は、本発明に係る第２実施形態が適用
される電子内視鏡プロセッサのマザーボード１１０の最
外層表面の構成を概略的に示す平面図である。マザーボ
ード１１０はマザーボード１０と同様、多層プリント配
線板であり、最外層１２０には信号パターン領域１３０
と非信号パターン領域１４０が形成されている。第２実
施形態において、信号パターン領域１３０に形成されて
いるのは二次回路１３１のみであり、患者回路（図示せ
ず）はマザーボード１１０から独立してシャーシ内の所
定位置に設けられている。また、二次回路１３１と患者
回路との間に介在させられるアイソレーションデバイス
は、電子内視鏡のプロセッサ内に支持部材（図示せず）
により所定の位置に配設されている。患者回路は、コネ
クタ１３４を介してマザーボード１１０に接続されてい
る。その他の構成は第１実施形態と同様である。
【００２８】図５は、第２実施形態のマザーボード１１
０が電子内視鏡のプロセッサのシャーシ１８０に配設さ
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7
れた状態を模式的に示す一部断面図である。マザーボー
ド１１０において外層１２０と反対側の最外層１５０に
は、マザーボード１０と同様、外層１２０の信号パター
ン領域１３０、非信号パターン領域１４０に対応して、
信号パターン領域１６０及び非信号パターン領域１７０
がそれぞれ形成されている。グランド層として設計され
た非信号パターン領域１７０は全面にわたってシャーシ
１８０の内壁面Ｗ２に密着されている。内壁面Ｗ２にお
いて信号パターン領域１６０に対応する部分には、外層
１２０側に実装された電子部品のリード線等がシャーシ
１８０の内壁面Ｗ２に接触するのを防止するため、凹部
Ｈ２が形成されている。
【００２９】また、マザーボード１１０には、第１実施
形態の金属板９０と同様の金属板１９０が設けられてい
る。金属板１９０は最外層１２０側の非信号パターン領
域１４０にのみ密着される平面部と、端面がシャーシ１
８０に密着する壁部とを有している。即ち、内層のグラ
ンド層と導通した非信号パターン領域１４０のグランド
パターンは全面にわたって、金属板１９０を介して強力
にシャーシ１８０に接続されている。
【００３０】図６は、本発明に係る第３実施形態が適用
される電子内視鏡のプロセッサを模式的に示す断面図で
ある。第３実施形態において、シャーシ３８０には第１
実施形態と同一のマザーボード１０が配設される。図６
に示すように、最外層５０とシャーシ３８０の内壁面Ｗ
３との間には金属板３００が配設される。金属板９０の
平面部は第１実施形態と同様、最外層２０の非信号パタ
ーン領域４０に密着され、壁部の端面は金属板３００に
密着される。金属板３００の信号パターン領域６０に対
応する部分には孔Ｈ３が形成されており、最外層２０側
に実装されたコネクタ３５、３６のリード線等が金属板
３００に接触するのが防止される。最外層５０とシャー
シ３８０の内壁面Ｗ３との間に金属板３００が介在させ
られる構成以外は、第１実施形態と同様である。
【００３１】図７は、本発明に係る第４実施形態が適用
される電子内視鏡のプロセッサを模式的に示す断面図で
ある。第４実施形態において、シャーシ４８０には第２
実施形態と同一のマザーボード１１０が配設される。図
７に示すように、最外層１５０とシャーシ４８０の内壁
面Ｗ４との間には金属板４００が配設される。金属板４
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００の平面部は第２実施形態と同様、最外層１２０の非
信号パターン領域１４０に密着され、壁部の端面は金属
板４００に密着される。金属板４００において信号パタ
ーン領域１６０に対応する部分には孔Ｈ４が形成されて
おり、外層１２０側に実装されたコネクタ３６、１３４
のリード線等が金属板４００に接触するのが防止され
る。最外層１５０とシャーシ４８０の内壁面Ｗ４との間
に金属板４００が介在させられる構成以外は、第２実施
形態と同様である。
【００３２】
【発明の効果】以上のように、本発明によれば電子内視
鏡において高品質の画像を再生できるビデオプロセッサ
が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態が適用されるマザーボー
ドの最外層の表面を模式的に示す図である。
【図２】第１実施形態のマザーボードを電子内視鏡のプ
ロセッサに配設した状態を示す一部断面図である。
【図３】第１実施形態のマザーボードが搭載される電子
内視鏡の画像処理ユニットの要部のブロック図である。
【図４】本発明の第２実施形態が適用されるマザーボー
ドの最外層の表面を模式的に示す図である。
【図５】第２実施形態のマザーボードを電子内視鏡のプ
ロセッサに配設した状態を示す一部断面図である。
【図６】本発明の第３実施形態が適用されるマザーボー
ドを電子内視鏡のプロセッサに配設した状態を示す一部
断面図である。
【図７】本発明の第４実施形態が適用されるマザーボー
ドを電子内視鏡のプロセッサに配設した状態を示す一部
断面図である。
【符号の説明】
１０、１１０  マザーボード
２０、５０、１２０、１５０  最外層
３１  二次回路
３２  患者回路
３４  バイア・ホール
３５、３６、１３４  コネクタ
３７  アイソレーションデバイス
８０、１８０、３８０、４８０  シャーシ
９０、１９０、３００、４００  金属板
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